
「新しい時代の公」実践提案事業 子どもの心を受け止めるネットワークみえ
事業名称：子どもの心を受け止めるネットワークみえ（子どもの心を受け止める相談電話事業「チャイルドライン２４」） 平成18年1月16日

§この事業のふりかえりの視点

子どもの心を受け止めるネットワークみえでは、「子どもが安全で安心して育つ地域社会の実現」を市民と行政で共有 夢の共有）し、具体的な事業の第１弾「チャイルドライン２４」（目的：「子ども達の心の居場所づくり」）を実施するために実施組織をつくり、様々な取組 研修会の呼びかけ、子どもファンド、行政・ＮＰＯとの折衝）
を行ってきました。（コストの分担）
 市民と行政の間で共有された夢の実現に向けた取組 協働）に向けて、事業の中間段階でそれぞれが期待される役割を組織に属する個人としてふりかえり、それぞれに望ましいあり方を考える機会にしたいと思います。

記入に当たっては、チャイルドライン２４の実施のために必要とされていることを事業（全体的な取組）として考えてください。チャイルドライン２４は、「具体的な事業」として区別しています。
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§視点１ 事業実施前に話し合いが十分になされていましたか。
視点1-1 事業実施の必要性について ニー
ズの把握）
この具体的事業（「チャイルドライン２４」）を実
施するまでの検討段階で、その事業の目的
の実現が必要（※）と考えられていましたか。
あるいは、必要性についての説明や十分な話
し合いをしましたか。（※事業の目的：子ども
が安全で安心して育つ地域づくりの実現）

はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい ？

視点1-2 ニーズの共有
全体的な取組に対する具体的事業の目的や
妥当性、目標等を話し合う機会を持ちました
か。

はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい ？ はい はい はい はい ？

視点１に関して特に意見がありましたら以下
に記入してください。

--- 協働相手の行政の方々は、「チャ
イルドライン２４」にのみ眼がいっ
ていて、電話のバックにある「子ど
もが安全で安心して育つ地域社会
の実現」にのためにネットワークが
あることを認識しているのか疑問
に感じることがある。

--- --- --- --- 1年以上かけ
て話し合って
きています。
そのことが立
証していると
思います。

--- 1年半にわ
たる準備
会、公開
ワーキング
を通して一
貫して話し
合ってきたこ
と。

--- これをせず
に、始める
ことは考え
られませ
ん。

会議への参加が少
なかったので、１－
２については“？”に
丸をつけさせていた
だきました。

チャイルドラインを実施し
ていく団体の1つとして、
子どもの電話を受けると
いう日々の実施のところ
では、子どもの生の声が
寄せられる、苦しい出来
事はもちろん、楽しい出
来事も話せずにいる子ど
もの姿がある。核家族化
と共に地域社会が崩壊
し、一番の犠牲になって
いるのは子どもである事
をいつも、実感させられ
る。

NPOと県関係
所属による検
討ワーキング
により協議を
進めました。

話し合いにあたっ
て、県として事業
実施の責任をどの
部署が負うのか、
各部局の担当者
はどういった立場
で話し合いに参加
するのかという整
理が不十分であっ
たように思います。

チャイルドライン２４を具体的
事業として実施するために、
協働事業提案があってから１
年半にわたり検討してきた。
縦割りをこえた行政連携や、
互いの認識を確保しながら具
体的な事業を実施するという
ことは話し合われていた。完
全な合意は、難しいのでやり
ながら段々と形成されていけ
ばいいとおもうが、道のりは遠
いと感じている。

・ 具体的事業の目的にしては、あ
まりにも広汎かつ抽象的すぎる目
標であり、目標を実現させるため
の手段や短期的目標（１７年度目
標、１８年度目標）が不明確であ
る。
・ 電話相談という手段が目的化し
ている。電話相談というデバイスを
活用して何をめざすのかが共有さ
れていない。

§視点２ 事業の目的や事業に関わる意義を確認していますか。
視点2-1事業の公共性と行政関与の妥当性
この事業は、社会全体の利益（公益）のため
の事業ですか。また、特定の個人や利益や、
構成団体の利益を 「共益」）を目的とする事
業になっていませんか。

はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい

視点2-2 社会に与える影響
この事業は、視点１で把握された地域の課

題の解決に向けて、社会を変えていくことがで
きますか。（⇒視点４ 具体的な動き、成果と
関連）

はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい ？

視点2 3 事業の先駆性
この事業と同様の事業が県内ですでに行わ
れていませんか。

いいえ はい いいえ はい はい はい はい はい いいえ はい はい ？ いいえ ？ いいえ いいえ ？

視点2-4 協働の妥当性
行おうとしている事業は、行政と市民との協

働でなければ実施できない、あるいは協働で
行うことにより、効果が期待できる事業です
か。（⇒視点４ 具体的な動き、成果と関連）

はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい ？ はい ？

視点2に関して特に意見がありましたら以下に
記入してください

--- ＮＰＯは、実施の部分を民間で担
うことは当然のことと認識してい
る。その上で、行政が負担できる
ところは何かをともに考えたいと
思っている。資金以外のところで
の行政の協力は、この事業がうま
く実施されていくことを見守り育て
ていくことにもあると思うが、その
ような熱意が感じられないのは何
故だろう。この姿勢は協働してい
る相手にとってはいつも疑心暗鬼
を生み、信頼が薄れてしまうことに
なっている。

--- チャイルドライン２４
はラインの実施自体
も子どもが安全で安
心して健やかに育つ
地域づくりにつなが
ると同時に実施を通
して地域でかかわる
ボランティアを増や
すことが地域づくりに
つながると考えま
す。そういう意味で行
政と市民が協働で取
り組むこと意義があ
ると思います。

--- --- 独自性という
意味でも、協
働によって未
来をになうこ
どもに対して
責任を持ち合
う上でも。

--- --- --- --- --- 市の業務でも相談窓口は
あるが、主に大人、親か
らの相談が多いと聞いて
いる。子どもの心に寄り
添うという電話はない。子
ども関係の活動を前身か
らあわせると35年に及ぶ
が、子どもにとって小さい
頃の遊び環境。教育環境
どれをとっても不十分で、
人間関係の作りにくさも
ますます強まっている。ま
た、子どもに対して支援
が居ることの必要性がま
だまだ理解されにくい社
会なので、協働は必須で
ある。金銭的にも24時間
フリーダイヤルであること
は子どもが安心して電話
をかけられる条件の一つ
である。

この事業を実
施する上で
は、子ども相
談電話に関
する専門的な
知識・経験や
人材を有する
NPOに担って
いただくこと
が不可欠で
す。

事業の一般的な意
義は認識している
ものの、協働の妥
当性等についての
共通認識が不十
分であったと思い
ます。

子どもたちに係わる団体で連
合体をつくって具体的な事業
をおこない、その結果を行政
やＮＰＯ活動に反映していく仕
組みは、珍しいといえる。この
具体的な事業のポイントとな
る２４時間子ども専用フリーダ
イヤルは、県内では前例がな
い。学校の先生の参加、オレ
ンジの羽根などを通じての企
業協力など社会に影響を与え
ていると思うが、その成果は
まだまだこれからだとおもう。

・県健康福祉部からみた同事業の
目的が、あまりにも広汎かつ抽象
的すぎる目標であり、目標を実現
させるための手段や短期的目標
（１７年度目標、１８年度目標）が不
明確であるため、健康福祉部が担
う施策の向上に効果があるのか、
プロセスと手段が十分理解できな
い。最終目的であるネットワークの
目的は、行政と住民が共同して実
現する重要な事項であると考える
が、これは短期的に実現できるも
のではないと思われる。

§視点３ それぞれの役割は、明確に整理されていますか。
視点3-1 事業における組織の役割
「新しい時代の公」では、行政と民間が公共領
域を担いあうことが示されています。
この事業を実施していくために必要とされてい
る役割等について、あなたが属している組織
が果たしている役割や期待されている役割は
どういった内容でしょうか。

地域で、子どもたち
が安全で安心して
暮らせるように事
業を実施すること。
また、地域の方た
ちがこの事業に参
加しやすい仕組み
を、地域住民・地域
行政と協力して作
り、運営していくこ
と。

子どもＮＰＯサポートセンターは、
子どもが安全に安心して育つ環境
を作ることを目的に多様な活動を
実施してきており、その活動を通し
て見えてくる課題解決の方策とし
て、この事業があるとの認識であ
る。このように、これまでの活動で
蓄積してきた人材や、課題解決に
向けた取り組みの道筋や手法、将
来に向けての戦略など、すべての
ものを本事業の実施に提供してい
けるとの自負がある。

・実施していくため
の人材の育成・確
保、そのための広
報 ・実施場所の
提供 ・資金作り
の為の声がけ ・
行政への働きか
け、縦割りの行政
間をつなぐ ・実施
を通して見えてき
た状況を地域社会
作りに生かしてい
く、また提言をして
いく

地域でのチャイルド
ラインの実施、子ど
もにかかわる大人を
増やし、地域のネット
ワークを作ることだと
考えています。

円滑な実施、
財政負担
目的を共有
し、地域で子
どもを見守り
支える人を増
やす。

この事業に関わる
直接的な部分での
取り組みは、なか
なかできないのが
実状です。ネット
ワークの会議に参
加する中で、当会
が活動している「不
登校の子どもの支
援」に関する視点
で発言し、この事
業の充実につなが
る事が大切な役割
ではないかと認識
しています。

--- この事業を
実施していく
ための実施
団体として
の役割

・事務局
・コーディネ
イト NPO-
行政 NPO-
NPO
・実施母体
NPO-NPO
NPO-ボラン
ティア

--- チャイルドラ
イン２４の実
施。行政・
地域の関連
各機関に働
きかけ、ネッ
トワークを
創っていく。

今年度について、こ
の事業におけるＣＡ
Ｐの具体的なかか
わりは、なかったと
思います。ＣＡＰの
活動をこの組織で
活かしていくとすれ
ば、受けての研修
で、またこの事業の
行政担当者に「子ど
もの権利」をつたえ
ていくことだと感じて
います。

チャイルドライン２４を実
施していく組織として、実
施に関わる人の確保が
急務である
ボランタリーな活動はそ
の意欲を持続させるため
の話し合いなどが必要で
あり、働きかけなしでは自
然増はないので、子ども
に関わる団体としてその
必要性を訴え、働きかけ
ることがいる。その団体を
支えるにも意欲･資金と
う、協働は必要だと考え
る。

専門的な知
識・経験や人
材を有する
NPOの活動
に対し、賃
金、情報提供
等の支援を
行います。

子どもという観点
から、県教育委員
会も一定の関係が
あると考えていま
す。このため、情
報共有の必要性
はありますが、そ
れ以外の役割は
不明確だと思いま
す。

ＮＰＯ室は、協働の仕組みを
構築していくため、この子ども
の心を受け止めるネットワー
クみえの事務局費を負担して
いる。また、協働の仕組みに
ついて、考え方を示すことが
期待されている。

・児童相談や援助、児童虐待対
策、子育て支援等に関する人材育
成、啓発等

視点3-2 問題点の把握
視点３－１で記入した役割の担い方等で障害
となっていることがありますか。

人手不足と資金不
足。

相談電話の実施は本年8月の最
終週から取り組み始めたところで
あり、次の段階を論議するために
は、もう少し相談電話実施の実績
を積む必要がある。

行政（市）におい
て、この事業の重
要性を認めてもら
えない。実施場所
の確保ができな
い。人材の確保が
難しい。

地域でネットワークを
作ることが必要だと
考えていますが、実
際の動きがなかなか
できていません。

毎週の実施に
負担がかか
り、拡げていく
のに時間が不
足。

--- --- 事業に係わ
るボランティ
アが少な
い。
団体として
財政的な負
担

行政との協
働の裏表

--- 行政の担当
者個人の理
解は得られ
るが、上
司、組織と
しての理解
を得ること
が難しい。

--- 資金調達。ファンドなどの
取り組みも実施している
が、企業などの支援がす
くない。NPOへの企業の
寄付控除などの早期実
現。
人材不足。自分たちの活
動も忙しく両立の大変さ。

--- 県教委としての役
割が不明確である
ため、協力の方
策、担当部署等が
わかりにくくなって
います。

協働の仕組みは、庁内の従
来のルールと対立する部分
が多い。また、直接予算の主
担当をもっていないため、青
少年育成室と予算調整室との
検討事項の解決につながって
いない。また、協働事業の定
義が、多様とされているため、
庁内での考え方を統一して前
へ進めることができずに障害
になっている。

県と市町村の連携や意志疎通。市
町村の児童相談体制の整備の格
差。

§視点４ 事業を計画的に進めていますか。
「子どもが安全で安心して育つ地域社会づくり」という夢に向けた最初の取組としての「チャイルドライン２４」の実施やそれを支える取組は計画的に進んでしますか。次の点について記入してください。
○事業実施やそれを支える取組は、全体的
な計画として整理され共有されていますか。

はい はい ？ はい ？ はい ？ はい はい ？ いいえ はい はい はい いいえ はい ？

○全体的な計画には、将来的な方向性が明
確になっていますか。

はい ？ ？ ？ いいえ はい ？ はい ？ ？ いいえ はい はい はい いいえ いいえ いいえ

○その計画に自らの組織が参加している意
義は整理できていますか。

はい はい はい はい はい ？ はい はい --- はい はい ？ はい はい はい はい ？

○全体の計画のコストを把握し、関係者で共
有されていますか。

はい はい はい はい いいえ はい ？ ？ はい ？ いいえ --- はい はい ？ はい ？

○成果として示すことの出来る具体的な動き
や指標等がありますか。

はい はい いいえ はい ？ ？ --- はい はい ？ はい いいえ はい はい いいえ いいえ ？

※ 「はい」と記入された場合は、具体的な指
標などを記入してください。
※ 関連 視点２-１，４

・研修会の呼びか
けの成果・子ども
ファンドの実績・Ｎ
ＰＯと行政との折衝
の結果

・指標という表現は本事業の場合
適当でない。・具体的な動きをつく
るためのデータは集積されつつあ
るが、実績としては通年ではない
ことから本事業の継続的実施が必
要である。・電話相談事業は子ど
もにとっての安全・安心のために
大きな部分を占めるが、事業目的
実現のための一つの事業であるこ
との認識を求めたい。

--- チャイルドラインにか
けてくる電話の数や
電話から見える子ど
もの姿を通して見え
る問題点などを提言
していくこと。

チャイルドラインに
かかわるボランティ
アの数。

目的に向け
て、まだまだ
動き始めたば
かりで進行
中。どこまで
共有できてい
るか回答でき
ない。

--- --- 受け手や講
習会の参加
者、ファンド
の動きなど
を通してこの
事業に関わ
り、子どもの
状況を理解
する人が少
しづつ増え
てきている。

年次報告 --- ○チャイル
ドライン２４
のデータ、
データ分析
結果○支え
るボランティ
アの広がり

ー チャイルドライン24の着
信数等のデータや振り返
り会議などで話される。
チャイルドライン24の電
話内容から分析されるの
子どもの状況

相談電話実
施日数、相談
電話着信 通
話）件数

--- 全体的な計画は、手探りで進
んでいるので示されていな
い。具体的な動きや指標はで
てきている感じているが、成
果として示す段階ではない。
また、将来的な方向は示され
ているが、参加団体すべての
合意に至るまでにはなってい
ない。その意味で明確になっ
ているとはいいがたい。将来
的には、協働の仕組みができ
あがれば、ＮＰＯ室の役割は
終わると考えている。

---

○成果として把握された内容は、どこに帰属
させるか話し合っていますか。

はい はい いいえ ？ はい ？ はい はい はい ？ ？ いいえ はい はい はい はい ？

○この事業の終了する条件を話し合い、関係
者で共有していますか。

？ いいえ いいえ はい いいえ いいえ いいえ ？ いいえ ？ ？ はい はい ？ いいえ ？ ？

視点４に関して特に意見がありましたら以下
に記入してください

--- 「チャイルドライン２４実施」については、
常に実施組織、ネットワーク組織ともに
情報を共有しておりそれぞれの構成員
から「実施」に関しての企画に、異議がさ
しはさまれたことはない。しかし、本事業
の終了に関しては話し合いが行なわれ
たことがないにもかかわらず、予算主単
部では、本事業は試行であり２,３年で終
わるものとの非公式な発言がされている
ことは残念である。ＮＰＯとしては終わり
を決められるものではないとの認識であ
ることから、今後この点に関する話し合
いが必要である。

--- 子どもたちがチャイ
ルドラインに電話を
かける必要がなく
なった時

--- --- --- --- --- --- --- --- 成果として示
す指標につ
いて、着信件
数等以外の
事業の効果
を示す方法
の検討が必
要と考えてい
ます。

中長期的に、この
事業をどのように
進めていくのかと
いう点について、
共通認識を持って
いく必要があると
思います。

協定書で成果については記
載している。子どもの育ちに
対する県行政の望ましい役割
が、まだ明確に共有されてい
ません。今後子どもの心を受
け止めるネットワークみえの
性質を、行政とＮＰＯの対話
の場としていくこと必要で、そ
の対話を通じて見えてきた役
割に基づいて、必要な事業を
協働事業として実施していくこ
とが必要ではないだろうか。

電話相談という手段、また相談者
と同世代の青少年が共感、受容す
るという方法論はわかるが、チャイ
ルドライン２４が実施している電話
相談という手段が、即子どもが安
全で安心して育つ地域づくりの実
現につながるものではない。大き
な目的で、個々の独自の活動を行
うＮＰＯ組織を括るのはわかるが、
再度１年やってみて今回振り返り
する意義は大きい。またもう少し
タームの短い目標設定が必要で
はないか。

§視点５ 参加・参画の体制づくりは進んでいますか。
視点5-1 当事者性

この取組に関わる「当事者」であることを意
識し、事業実施にかかる業務や費用の分担
などを話し合って主体的に参加しています
か。

はい ？ --- はい はい ？ --- はい はい はい はい ？ はい はい ？ はい はい

視点5-2 対話（コミュニケーション）
相互に異なる価値観や組織の目標に基づ

いて行動することを理解し、対等な立場で話し
合いをする場がありますか。

はい ？ はい はい はい はい はい はい ？ はい ？ はい はい はい はい

視点5 3 意思決定
話し合いの場で課題に対する意思の決定方
法について合意していますか。

はい いいえ --- はい はい ？ はい はい はい ？ はい はい はい はい はい はい はい

視点5-4 問題の解決について
合意できない事項や問題が発生した場合の
解決方法は合意されていますか。

はい いいえ --- はい ？ ？ はい はい はい ？ ？ はい はい ？ ？ はい ？

視点5に関して特に意見がありましたら以下に
記入してください

--- １．費用や業務の分担は話し合っ
ているが、当事者としての認識が
うすいと感じている。２．満足でき
なくても誠意ある態度であれば受
け入れられるが、そうなってないと
感じることから、対等な立場で話し
合っているとはいえない。3．課題
に対する意思決定が一方的に行
なわれたことがいくつかあり反省
点である。４．課題解決の結果の
みを一方的に知らせることがあり、
最初に決めておかなかったことは
反省点であるが、そのようなやり
方をする行政への不信が高まる。

--- --- --- --- 対等という言
葉をどう解釈
するのか

--- 現実は難し
い ２，４）

--- ー 本当に申し訳ありま
せんが、会議への
参加が少ないので、
メールと郵便物のみ
での感想を書かせ
ていただきました。

ネットワーク
会議等で情
報交換等を
行なっていま
す。

問題点等につい
て、合意のできな
い場合の対応策
がはっきりしていな
いと思います。

子どもが心を受け止めるネッ
トワークみえでは、こういった
ことを行なっているが、参加者
が多いので、深く個別に話し
合う場はそれぞれに設けてい
る。

特に県の行政機関内部の意志決
定プロセスについて、疑問がある。

§視点６ 事業企画段階で欠けていた視点や今後必要とされる仕組み、制度等はなんでしょうか。



§視点６ 事業企画段階で欠けていた視点や
今後必要とされる仕組み、制度等はなんで
しょうか。

事業を継続していく
ためには、事務局
体勢を充実させる
ことが必須です。そ
のための資金を作
る制度、他府県で
導入され始めた、
住民が選んだ市民
団体に税金の一部
を寄付するという制
度を是非三重県で
も作ってほしい。

企画段階では話し合いに充分時間をか
け、意思決定者で協定を結んだが、現
在直面している問題は、行政側の認識
が甘さに起因している。県は、協働提案
事業の制度の構築があいまいなままス
タートしたことに原因であるかのような説
明をＮＰＯ側にしたが、それは県の内部
の問題であり、むしろ縦割りで柔軟な対
応が出来ない県の取り組みに問題があ
る。問題発生時のＮＰＯに対する県の対
応は、責任の所在をあいまいにし、たら
いまわしにするなど醜態をさらしている。
県の一貫した姿勢を示しえていないこと
が問題である。ＮＰＯとともに公を担い合
うことの基本的な考え方を全庁に浸透さ
せる必要がある。

--- --- 財政を生み出
す仕組み

--- お互いが何を
持ち寄るのか
何を分担しあ
うのか 壁を
どうつき破り
合うのか ど
う創り合うの
か

・関わる人
の人件費
が、予算組
みされてい
ない。
・官民の対
等性のズレ

・公的資金
予算協議
・行政部署
間協議
・運営

--- 協働につい
ての認識の
違いを埋め
ていくことと
同時に企業
との協働も
考えなくて
はいけな
い。

必要とされるのは、
どのようにしたら子
どもたちにこの事業
が伝わるかだと思い
ます。子ども達が悩
みを語る場の多く
は、学校の養護室
です。そこで、県内
の養護教諭にこの
事業を理解してもら
えば、もっと子ども
たちに伝わるのでは
ないかと思います。

行政との協働の考え方の
違いの整理。人事など単
年度で考えるところがあ
るので継続性について。
NPOへの企業の寄付に
関しての控除など。

民間部門の
支える資金
の仕組みを
検討する必
要があると思
います。

ＮＰＯ等からの提
案を、県事業とし
て実施していく仕
組みが確立してい
ないと思います。

事業担当室だけでは、ＮＰＯと
行政が話し合って合意して
も、予算の方針など他の部署
が係わらなければ決定できな
い仕組みが県にあるため、こ
ういったことを改善する手法
の開発が必要だ。


